
■会社設立までの流れ（株式会社、発起設立の場合） 

（当事務所に依頼いただいたとして、シュミレーションしてみます） 

 

 
お客さま 当事務所 

①ご相談 

②お客さまで決めていただく事項

およびスケジュールの説明 

③発起人でご検討 

（会社形態・基本的事項など） 

④定款（案）作成、類似商号調査 

 補助金・融資等の活用検討 

 許認可・届出の必要性確認 

⑤定款（案）の確認、発起人全員の印鑑証明・会社印

の準備 

⑥公証役場での定款認証手続き 

（電子認証のため印紙代４万円の節約） 

⑦出資金の払込 

 設立時取締役による調査等 

（現物出資の額により裁判所への 

調査役選任依頼も必要） 

⑧設立登記に必要な添付書類の準備 

⑨設立登記申請、会社印の届出

（提携司法書士） 

⑪事業に必要な許認可等の申請 

⑩登記完了後謄本の取得（１週間位） 

 税務署・社会保険事務所 

等役所への届出 

 預金口座開設 

⑫許認可 

★事業スタート 

（※申請日が会社の設立日となる） 


